
　１．売却物件

型式別数量 数量(個）

φ13mm 4,678 4,678

φ20mm 2,194 2,194

φ25mm 105 105

φ30mm 20 20

接線流 28

軸流 3

フランジ式 10

ネジ式 1

φ100mm フランジ式 1 1

7,040合　     　　計

令和７年度分検満等廃棄量水器売却仕様書

口　　径

φ40mm 31

φ50mm 11



２  売却物件の閲覧 

物件については、別紙の写真にて確認すること。 

なお、閲覧を希望の場合には、事前に水道課まで連絡し、閲覧日等を調整する

こと。 

閲覧場所：筑西市久地
く じ

楽
ら

270番地 協和浄水場 

               

３  入札書 

   入札書は、筑西市指定のものを使用し、合計金額（税抜）を記載すること。 

 

４  落札者の決定 

   開札の結果、予定価格以上で、かつ、最も高い売却金額を提示した者を落札者 

とする。 

   最も高い売却金額を提示した者が、２名以上あったときは、くじにより落札者を決 

 定するものとする。 

 

５  代金の納付  

落札者決定後、落札金額に消費税等（10％）を加算した金額を、売払金額の請

求書により指定口座へ振込（振込手数料は、落札者が負担）にて納付すること。 

なお、代金の納付期限は令和８年６月 12日（金）までとする。 

 

6  物件の撤去 

売却物件の撤去については、売払金納付日の翌日から令和８年６月 26日（金） 

までとする。 

 

７  権利義務の譲渡等 

契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継せしめ若しくは 

担保に供してはならない。 

 

８  危険負担 

契約締結の時から売払物件の引渡しの時までに、筑西市の責に帰することのな 

  い理由により当該売払物件が滅失又は毀損した場合の損害はすべて落札者が負 

  担するものとする。 

 

９  その他 

⑴  積込み及び運搬費用は、落札者の負担とする。 



⑵  量水器を収納しているプラスチック製ケースも処分すること。 

⑶  入札に参加した者は、入札後において、設計図書、契約書案及び現場等の 

不明を理由として異議申し立てることができない。 

⑷  売却物件に筑西市を特定し得るシール等が添付されている場合には、所有権 

が移転された後速やかに落札者の責任と費用負担で、必ずこれをすべて除去し 

なければならないものとする。 

⑸  売却物件のすべてを国内の資源としてリサイクルするものとし、その取扱いには 

法令、条例等を遵守すること。 

⑹  この仕様書に定めの無い事項については、市と受注者で協議の上、決定する。 


